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★

広
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
十
号)

(

税
務
室)

一

改
正
の
要
旨

地
方
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
県
民
税
、
個
人
の
事
業
税
、
県
た
ば
こ
税
、
自
動

車
取
得
税
及
び
狩
猟
税
に
関
す
る
規
定
な
ど
の
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

１

県
民
税

(一)

県
民
税
利
子
割
に
つ
い
て
、
県
民
税
法
人
税
割
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
還
付
す
べ
き
額

が
あ
る
場
合
に
、
当
該
還
付
す
べ
き
額
を
そ
の
事
業
年
度
分
の
県
民
税
均
等
割
に
充
当
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
た
。

(二)

上
場
株
式
等
の
配
当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
に
対
す
る
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
一
年
延

長
し
た
。

(三)

特
定
中
小
会
社
の
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
特
例
の
対
象
と

な
る
特
定
株
式
の
取
得
期
間
を
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
た
。

２

個
人
の
事
業
税

課
税
対
象
事
業
か
ら
、
助
産
師
業
を
除
外
し
た
。

３

県
た
ば
こ
税

県
た
ば
こ
税
の
税
率
を
、
八
百
九
十
八
円
を
千
七
十
四
円
と
し
た
。

４

自
動
車
取
得
税

(一)

電
気
自
動
車
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
し
た
。

(二)

天
然
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を
一
定
の
排
出
ガ
ス
性
能
を
満

た
す
も
の
に
限
定
し
た
う
え
、
そ
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
し
た
。

(三)

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

(

バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク)

に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を

一
定
の
排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
を
満
た
す
も
の
に
限
定
し
た
う
え
、
そ
の
適
用
期
限
を
二

年
延
長
し
た
。

(四)

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

(

バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
以
外)

に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対

象
を
一
定
の
排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
を
満
た
す
も
の
に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
税
率
か
ら

軽
減
す
る
率
を
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
百
分
の
二

(

現
行
百
分
の
二
・
二)

、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
は
百
分
の
一
・
八
と
し
た
う
え
、

そ
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
し
た
。

(五)

メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
を
廃
止
し
た
。

５

狩
猟
税

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
る
狩
猟
税
の
税

率
を
設
け
た
。

６

そ
の
他

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
一
５
の
改
正
規
定
は
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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★

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
十
一
号)

(

税
務
室)

一

改
正
の
要
旨

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税

の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
、
離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税

の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
及
び
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
に
お
け
る

県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

条条条

例例例

広
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
条
例
第
三
十
号

広
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

第
二
十
条
の
十
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
条
の
十｣

に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
二
第
三
項
中

｢

第
四
十
二
項｣

を

｢

第
四
十
三
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
六
第
四
号
中

｢

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
四
号
、
第
五
号｣

を

｢

第
七
十
二
条
の
二
第

十
項
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
る
。

第
七
十
一
条
の
二
中

｢

八
百
九
十
八
円｣

を

｢

千
七
十
四
円｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

網
・
わ
な
猟
免
許
又
は｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同

項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
次
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も

の

八
千
二
百
円

四

網
猟
免
許
又
は
わ
な
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
で
、
当
該
年
度
の
道
府
県
民
税
の

所
得
割
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

控
除
対
象
配
偶
者
又
は
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
者

(

農
業
、
水
産
業
又
は
林

業
に
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。)

以
外
の
者

五
千
五
百
円

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中

｢

第
百
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号｣

の
下
に

｢

又
は
第
四
号｣

を
加
え
る
。

附
則
第
六
条
の
三
中｢

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
中

｢

平
成
二
十
年
度｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
度｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
二
の
五
第
四
項
中

｢

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一

日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
二
の
六
第
一
項
中

｢

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十

一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中

｢

住
宅
金
融
公
庫
、｣

を
削
り
、｢

令
第
三
十
六
条
の
二
の
二
第
二
項｣

を

｢

同
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
の
四
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

平
成
十
八
年
七
月
一
日
以
後
に
売
渡
し
等
が
行

わ
れ
た｣

及
び

｢

及
び
前
項｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
第
十
六
条
第
二
項
中

｢

附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
等｣

を

｢

地
方
税
法
施
行

規
則
附
則
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車｣

に
、｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
中

｢

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る｣

を
削
り
、｢

同
法｣

を

｢

道
路
運
送
車
両
法｣

に
、｢

、
第
三
項
、
第
五
項
又
は
第
六
項｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
又

は
第
七
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中｢

、

第
三
項｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

｢

附
則
第
十
四

条
第
三
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い

う
。)

が
同
項
に
規
定
す
る｣

を

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が｣

に
改
め
、｢(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢

排
出
量
が
同
項｣

を

｢

排
出
量
が
附
則
第
十
四

条
第
三
項｣

に
、｢

又
は
第
三
項｣

を

｢

か
ら
第
四
項
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

｢

法
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
定
自
動
車｣

と
い
う｣

を

｢

次
に
掲
げ
る
特
定
自
動
車

(

内
燃
機
関
を
有
す

る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
動
力

源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚

染
防
止
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号)

第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出

の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ｣

に
、｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成

十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
、｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率｣

を

｢

当
該
特
定
自
動
車
が
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
・
七
を
、
当
該
特
定
自
動
車
が
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則

第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
百
分
の
一
・
八

(

当
該
取
得
が
平
成
十
九
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二)｣

に
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改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の

イ

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
規

定
す
る
も
の

(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

平
成
十
七
年
特
定
軽
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
す

る
こ
と
。

ロ

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
特
定
軽
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

附
則
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)
が
同
項
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
条
に

お
い
て

｢

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

に
百
分
の
百
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上

で
あ
る
こ
と
。

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の

イ

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
八
項
に
規

定
す
る
も
の

(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

平
成
十
七
年
特
定
重
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
す

る
こ
と
。

ロ

窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
特
定
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
又
は
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。

ハ

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
十
六
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

次
に
掲
げ
る
天
然
ガ
ス
自
動
車

(

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
専
ら

可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
四
十
三
条
の
五
及
び
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
二
・
七
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

一

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

車
両
総

重
量｣

と
い
う
。)

が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に

係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

排
出
ガ
ス
保
安
基
準｣

と
い
う
。)

で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の

(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
し
、

か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の

二

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス

保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

(

以
下
こ
の
号
に
お

い
て

｢

平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
重
量
車
基
準｣

と
い
う
。)

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の

で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の

附

則

(

施
行
期
日)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
六
十
五
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施

行
す
る
。

(

県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
二
条

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
条
例

(

以
下

｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

第
四
十
六
条
の
二

第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
県
民
税
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
の
県
民
税
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
開
始

し
た
計
算
期
間
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
三
条

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
四
号)

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
対
し
て

課
す
る
平
成
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
か
ら
信
託
法

(

平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号)

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
条

例
第
五
十
二
条
の
六
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中｢

第
七
十
二
条
の
二
第
十
項
第
五
号｣

と
あ
る
の
は
、｢

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
五
号｣

と
す
る
。

(
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
四
条

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
さ
れ
た
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

家
屋
の
新
築
後
最
初
に
行
わ
れ
た
住
宅
金
融
公
庫
に
対
す
る
請
負
人
か
ら
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
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前
の
例
に
よ
る
。

(
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
五
条

新
条
例
附
則
第
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
附
則
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
自
動
車
の
取
得
が
施
行
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中

｢

車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
特
定
自
動
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税

法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の｣

と
あ
る
の
は
、｢

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

を
超
え
る
特
定
自
動
車｣

と
す
る
。

(

狩
猟
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
六
条

新
条
例
第
百
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六

日
以
後
に
狩
猟
者
の
登
録
を
受
け
る
者
に
対
し
て
課
す
べ
き
狩
猟
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
狩
猟

者
の
登
録
を
受
け
た
者
に
対
し
て
課
す
る
狩
猟
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
条
例
第
三
十
一
号

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
六
十
二
年
広
島

県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
中

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号｣
を

｢

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
イ
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
イ｣

に
改
め
る
。

(

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正)

第
二
条

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

(

平
成
五
年
広
島
県
条
例
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

租
税
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三

号
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備

(

以
下

｢

特
別
償
却
設

備｣

と
い
う
。)｣

を

｢

離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が

適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

(

平
成
五
年
自
治
省
令
第
一
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
一

条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
製
造
の
事
業
、
旅
館
業
又
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を

構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
設
備(

以
下｢

対
象
設
備｣

と
い
う
。)

を
含
む
も
の

(

以
下

｢

特
定
設
備｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

に
お
い
て
特
別
償
却
設
備｣

を

｢

に
お
い
て
特
定
設
備｣

に
、｢

当
該
特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対
象
設
備｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対

象
設
備｣

に
、｢

離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用

さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

(

平
成
五
年
自
治
省
令
第
一
号)｣

を

｢

省
令｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号

中

｢

特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対
象
設
備｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

特
別
償
却
設
備
の
う
ち｣

を

｢

対

象
設
備
で
あ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対
象
設
備｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対
象
設
備｣

に
改
め
る
。

(

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正)

第
三
条

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例

(

平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

租
税
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
二

号
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備｣

を

｢

過
疎
地
域
自
立

促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場

合
等
を
定
め
る
省
令

(

平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又

は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令(

平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
号)

｣

を

｢

省
令｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

か
ら
施
行
す
る
。

(

半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置)

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る

条
例

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

新
半
島
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

新
半
島
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

特
別
償
却
設
備｣

と
い
う
。)

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
適
用
し
、
同
日
前
に
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
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部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税

の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

新
離
島
条
例｣

と
い
う
。)

第
一
条
、
第
二
条

第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
離
島
条
例
第
一
条
に
規
定
す

る
特
定
設
備

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
定
設
備｣

と
い
う
。)

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
適

用
し
、
同
日
前
に
特
定
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

４

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
に
お
け
る

県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

新
過
疎
条
例｣

と
い
う
。)

第
一
条
及
び

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
過
疎
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特
別
償
却
設
備｣

と
い
う
。)

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
適
用
し
、

同
日
前
に
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
島
県
の
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
に
関

す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
二
十
六
号)

(

税
務
室)

一

改
正
の
要
旨

１

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
吏
員
制
度
及
び
出
納
長
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
様

式
等
に
つ
い
て
必
要
な
整
理
を
行
っ
た
。

２

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人
の
県
民
税
、
法
人
の
県
民
税
、
法
人
の
事
業
税
、
自
動
車

取
得
税
及
び
狩
猟
税
に
関
す
る
様
式
等
に
つ
い
て
必
要
な
整
備
を
行
っ
た
。

３

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
一
２
中
狩
猟
税
に
関
す
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十

六
日

★

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
二
十
七
号)

(

税
務
室)

一

改
正
の
要
旨

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

規規規

則則則

地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
島
県
の
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
に
関
す

る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
二
十
六
号

地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
島
県
の
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る

証
票
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
島
県
の
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

地
方
税
法
第
三
百
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
広
島
県
の
職
員
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票

に
関
す
る
規
則

(

昭
和
二
十
七
年
広
島
県
規
則
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中

｢

広
島
県
事
務
吏
員｣

を

｢

広
島
県
職
員｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
税
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

広
島
県
税
規
則(

昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

県
の
吏
員｣

を

｢

県
の
職
員｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中

｢

第
五
十
三
条
第
四
十
七
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
第
四
十
八
項｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
中

｢

第
五
十
三
条
第
四
十
八
項｣

を

｢

第
五
十
三
条
第
四
十
九
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
四
項
中

｢

出
納
長｣

を

｢

会
計
管
理
者｣

に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
の
四
の
二
の
見
出
し
中

｢

第
十
六
条
第
七
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
八
項｣

に
改
め
、
同
条

各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

第
十
六
条
第
七
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
八
項｣

に
、｢

同
条
第
六
項｣

を

｢
同
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

第
十
六
条
第
六
項｣

を｢

第
十
六
条
第
七
項｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
(表面)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(別
記
)

様
式
第
１
号
(第
４
条
関
係
)

別
記
様
式
第
一
号
(裏面)
中

｢道
府
県
吏
員
｣

を

｢道
府
県
職
員
｣

に
、｢市

町
村
吏
員
｣

を
｢市
町
村
職

員
｣

に
、｢県

の
吏
員
｣

を

｢県
の
職
員
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
(表面)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
２
号
(第
４
条
関
係
)

別
記
様
式
第
三
号
(表面)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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９
セ
ン
チ
メ

ート
ル

６ センチメートル

備
考
写
真
の
寸
法
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル

横
2.5セ

ン
チ
メ

ート
ル (表

面
)

第
号

徴
税
吏
員
証

氏
名

上
記
の
者
は�
地
方
税
法
第
１
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る

知
事
の
委
任
を
受
け
た
徴
税
吏
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

氏
名

印□
９
セ
ン
チ
メ

ート
ル

６ センチメートル

備
考
写
真
の
寸
法
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル

横
2.5セ

ン
チ
メ

ート
ル (表

面
)

第
号

県
税
犯
則
事
件
調
査
吏
員
証

氏
名

上
記
の
者
は�
広
島
県
税
規
則
第
３
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
つ

て
指
定
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

氏
名

印□

(号外)



様
式
第
３
号
(第
４
条
関
係
)

別
記
様
式
第
五
号
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を
｢当
該
商
業

手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
二
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
三
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
四
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
五
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
六
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
七
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
八
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
九
(表)
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手

形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
九
の
二
の
付
表
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
九
の
三
(裏)
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商

業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
九
の
四
の
付
表
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
十
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
十
一
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
十
二
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
十
三
(裏)
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
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９
セ
ン
チ
メ

ート
ル

６ センチメートル

備
考
写
真
の
寸
法
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル

横
2.5セ

ン
チ
メ

ート
ル (表

面
)

第
号

県
税
犯
則
事
件
調
査
吏
員
証

氏
名

上
記
の
者
は�
広
島
県
税
規
則
第
３
条
第
２
号
の
規
定
に
よ
つ

て
指
定
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

。

平
成

年
月

日

広
島
県
知
事

氏
名

印□

(号外)



該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
の
十
三
の
二
の
(注)
２
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
(注)
１
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手

形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業

手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を
｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
三
(裏)
の
(注)
１
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当
該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
四
の
(注)
１
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣
に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商

業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
五
(裏)
の
(注)
１
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を
｢当
該

商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
四
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
五
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
七
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合

｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
八
(裏)
の
(注)
２�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
(裏)
の
(注)
１�
中

｢お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
十
号
の
二
(表)
中

｢
課
税
標
準
と
な
る
資
本
等
の
金
額
総
額
｣

を

｢
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金

｢
資
本
等
の
金
額
｣

を

｢
資
本
金
等
の
額
｣

に
改
め
、
同
様
式
(裏)
の
(注)
１
中

｢お
等
の
額
総
額
｣

に
、

(号外)
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(号外)
様
式
第

42号
(第

23条
関
係
)

第
号

平
成

年
月

日

広
島
県

地
域
事
務
所
長
様

市

長
印□

町

個
人
の
県
民
税
徴
収
取
扱
費
交
付
計
算
書

広
島
県
税
条
例
第

43条
第

2項
の
規
定
に
よ
つ
て
報
告
す
る
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
算
定
は
次
の
と
お
り
で
す
か
ら
こ
れ
を
交
付
し
て
く
だ
さ
い

。

� � �
平
成

年
月

日
か
ら� � �

￥
平
成

年
月

日
ま
で

(注
)
１
平
成

19年
度
及
び
平
成

20年
度
は�
賦
課
決
定
を
さ
れ
た
個
人
の
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
数
に

4,000円
を
乗
じ
た
額
と
す
る
こ
と

。

２
納
税
義
務
者
数
は�

賦
課
報
告
書
及
び
賦
課
異
動
報
告
書
の
本
年
度
と
過
年
度
の
納
税
義
務
者
数
の
合
計
か
ら
本
年
度
の
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
の
者
の
数
を
引
い
た
数
と
す
る
こ
と

。

３
｢当
該
年
度
に
お
け
る
確
定
納
税
義
務
者
数
｣
と
｢当
該
年
度
に
お
け
る
確
定
納
税
義
務
者
数
に
よ
る
増
減
｣
欄
に
は�
４
月
報
告
時
の
み
記
入
す
る
こ
と

。

４
２
か
ら
５
ま
で
の
｢乗
率
｣
欄
に
は�
当
該
徴
収
取
扱
費
の
交
付
の
対
象
と
な
る
期
間
に
適
用
す
る
県
民
税
の
払
込
案
分
率
を
記
入
す
る
こ
と

。

５
４
の
｢算
定
基
準
｣
欄
に
は�
算
定
期
間
の
払
込
金
額
に
係
る
報
奨
金
の
額
を
記
入
す
る
こ
と

。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は�
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る

。

合
計

５ ４ ３ ２ １

区
分

還
付
・
充
当
金
額

報
奨

金

還
付

加
算

金

還
付
・
充
当
金
額

納
税
義
務
者
数

法
第

314条
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
が
還

付
し�
又
は
充
当
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

法
第

321条
第
２
項
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
が
交
付
し
た
個
人
の
県
民
税
の
納
期
前
の
納
付
に
対
す
る
報
奨

金
の
額
に
相
当
す
る
金
額

法
第

17条
の
４
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
が
加
算
し
た
過
誤
納
金
に
係
る
還
付
加
算
金
に
相
当
す
る
金
額

市
町
が
徴
収
し
た
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
を�
法
第

17条
又
は
法
第

17条
の
２
の
規
定
に
よ
つ
て
市

町
が
還
付
し�
又
は
充
当
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
徴
収
金
に
係
る
過
誤
納
金
に
相
当
す
る
歳
出
還
付
の
金

額 当
該
年
度
に
お
け
る
確
定
納
税
義
務
者
数
に
よ
る
増
減
(②
－
①
)

当
該
年
度
に
お
け
る
確
定
納
税
義
務
者
数�

賦
課
異
動
報
告
書
(広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第

39号
の
２
)

に
よ
る

。

当
初
賦
課�
賦
課
報
告
書
(広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第

39号
)
に
よ
る

。

各
年
度
に
お
い
て
賦
課
決
定
(既
に
賦
課
し
て
い
た
税
額
を
変
更
す
る
も
の
を
除
く

。)
を
さ
れ
た
個
人
の

県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
数
を
広
島
県
税
条
例
第

43条
第

1項
第

1号
で
定
め
る
額
に
乗
じ
て
得
た
金
額

今
回
交
付
額
(上
記
交
付
請
求
額
の
４
分
の
１
に
相
当
す
る
額
)

〃 〃 〃 円 〃 人 人

算
定
基
準

3,000円
(4,000〃

)

3,000円
(4,000〃

)

3,000円
(4,000〃

)

乗
率

〃 〃 〃 〃 〃 〃

②
〃 〃

①
円

交
付
請
求
額



別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
四
中｢地

方
税
法
第

53条
第

47項
｣

を｢地
方
税
法
第

53条
第

48項
｣

に
改

め
る
。

｢
第

45項
｢

第
46項

別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
五
中

地
方
税
法
第

53条
第

46項

を

地
方
税
法
第

53条
第

47項

に
改

第
47項

｣
第

48項
｣

め
、
同
様
式
の
備
考
１
中｢法

第
53条

第
45項

若
し
く
は
第

46項
｣

を｢法
第

53条
第

46項
若
し
く
は
第

47項
｣

に
、｢同

条
第

47項
｣

を

｢同
条
第

48項
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
一
の
十
一
の
(注)
２
中

｢第
32条

第
6項
｣

を

｢第
32条

第
7項
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
三
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
四
十
五
号
中

｢
資
本
等
の
金

額
総
額

｣

を

｢
資
本
金
等
の

額
総
額

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
十
六
号
中

｢

資
本
積
立
金
額

資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額

｣

を

｢

資
本

金
等

の
額

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額

｣

に
、

｢
資
本
等
の
金
額
｣

を

｢
資
本
金
等
の
額
｣

に
改
め
る
。

(号外)
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(号外)

様式第85号の35 (第69条の３関係)

狩 猟 税 申 告 書

平成 年 月 日
広島県 地域事務所長様

(税務局)

次のとおり� 狩猟税について申告します｡
納

税

義

務

者

ふ り が な
氏 名 �
生 年 月 日 年 月 日

住 所 〒
電話番号 ( )� 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類 (□にレ印を付す｡)�使用する猟具

の種類 (番号に○印を付す｡)�免許を与えた都道府県知事名�交付年月日及び狩猟
免状の番号�所持する免許の種類 (□にレ印を付す｡ 第2種銃猟免許に係る登録の
場合に限る｡) を記入｡
なお�第1種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを使用する場合は�第2種銃猟免

許に係る登録を申請すること (｢第2種銃猟免許に係る登録｣ の□にレ印を付す｡)｡

� 狩猟をしようとする場所

１ 県の区域全部 ２ 放鳥獣猟区の区域

申
告
額

税 率 区 分 納 付 ( 決 定 ) 額

広島県税条例第165条第１項第１・２・３・４・５号該当 円

広島県税条例第165条第２項第１・２号該当 円

※納税義務者の当該
年度の道府県民税

所得割額
の 有 無 有 ・ 無 課 税 地

□網猟免許に係
る登録 １ 網 都 道 府 県

知 事 名 知事 交 付
年 月 日 年 月 日

狩 猟 免 状 の 番 号

□わな猟免許に
係る登録 ２ わな 都 道 府 県

知 事 名 知事 交 付
年 月 日 年 月 日

狩 猟 免 状 の 番 号

□第１種銃猟免
許に係る登録

３ ライフル銃
４ 散弾銃
５ 空気銃
(圧縮ガスを使用
するものを含む)

都 道 府 県
知 事 名 知事 交 付

年 月 日 年 月 日

狩 猟 免 状 の 番 号

□第２種銃猟免
許に係る登録

６ 空気銃
(圧縮ガスを使用
するものを含む)

所持する免許の種類 □第１種銃猟免許 □第２種銃猟免許

都 道 府 県
知 事 名 知事 交 付

年 月 日 年 月 日
狩 猟 免 状 の 番 号

広島県収入証紙を張り付ける欄 ※ 張 り 付 け ら れ た 証 紙 の 内 容

10,000円 枚

5,000円 枚

2,000円 枚

1,000円 枚

500円 枚

200円 枚

収入証紙 円確認

(注) １ ※印欄は�記入しないでください｡
２ �は�該当番号を○印で囲んでください｡
３ 税率区分の欄は�該当する号を○で囲み�該当する納付 (決定) 額の欄のみ記入してください｡

備考 用紙の大きさは�日本工業規格Ａ列４とし�鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則 (平成15年広島県規則第
50号) 別記様式第6号と複写式に印刷する｡

受
付印



(

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則

(

昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中

｢

、
当
該
徴
税
吏
員
証
等
が
無
効
で
あ
る
旨
を
公
告
す
る
と
と
も
に｣

を
削
り
、
同

条
第
六
項
を
削
る
。

第
十
二
条
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
二

十
八
条
の
三
、
第
二
十
八
条
の
五
並
び
に
第
二
十
九
条
第
九
項
中

｢

出
納
長｣

を

｢

会
計
管
理
者｣

に
改

め
る
。

め
る
。

別
記
様
式
第
百
四
十
九
号
及
び
別
記
様
式
第
百
五
十
号
中｢事

務
吏
員
｣

を｢徴
税
吏
員
｣

に
改
め
る
。

(

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
五
年
広
島
県
規
則
第
十
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
の
(注)
１
中

｢当
該
期
間
の
う
ち
平
成

12年
1月

1日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は�

当

該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の

11月
30日

を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
期
間
の
属

す
る
各
年
の
前
年
の

11月
30日

を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を

｢当
該
商
業
手
形
の
基
準

割
引
率
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
広
島
県
税
規
則
別
記
様

式
第
八
十
五
号
の
三
十
五
の
改
正
規
定
及
び
第
三
条
中
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
別
記
様
式
第
七
十
二
号
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別
記
様
式
第
十
号
中

｢
資
本
等
の
金

額
総
額

｣

を

｢
資
本
金
等
の

額
総
額

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
九
号
中

｢
出
納
長
｣

を

｢
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
十
八
号
中

｢
付

加
価

値
額

総
額
｣

を

｢
課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値

額
総
額
｣

に
、

｢
資
本
等
の
金
額
総
額
｣

を
｢
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
総
額
｣

｢
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
総
額
｣

に
改
め
る
。

に
、

｢
収

入
金

額
の

総
額
｣

を

別
記
様
式
第
七
十
二
号
中

｢

１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

｣

を

｢

１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

１
項
４
号
該
当

１
項
５
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

１
項
４
号
該
当

１
項
５
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

｣

に
、

｢

１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

｣

を

｢
１
項
１
号
該
当

１
項
２
号
該
当

１
項
３
号
該
当

１
項
４
号
該
当

１
項
５
号
該
当

２
項
１
号
該
当

２
項
２
号
該
当

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
七
十
五
号
中

｢

(出
納
長
)

出
納
員

｣

を

｢

(会
計
管
理
者
)

出
納
員

｣

に
改

別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
二
中

｢

出
納
長

｣

を

｢

会
計
管
理
者

｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
三
中

｢
出
納
長
｣

を

｢
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
十
一
号
の
四
中

｢
出
納
長
｣

を

｢
会
計
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
百
五
十
号
中

｢

(出
納
長
)

出
納
員

｣

を

｢

(会
計
管
理
者
)

出
納
員

｣

に
改
め
る
。

(号外)



の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第
四
十
二
号
は
、
平
成
十
九
年
度
以
後
の

年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
の
十
三
の

二
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
一
号
の
八
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
、
別
記
様
式

第
四
十
四
号
の
四
、
別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
五
、
別
記
様
式
第
四
十
五
号
、
別
記
様
式
第
四
十
六
号
、

別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
一
の
十
一
及
び
別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
三
十
五
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
別
記
様
式
第
十
号
、
別
記
様
式
第
五
十
九
号
、
別
記
様
式
第
六
十
八
号
、

別
記
様
式
第
七
十
四
号
、
別
記
様
式
第
七
十
五
号
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
二
、
別
記
様
式
第
七
十
九

号
の
三
、
別
記
様
式
第
八
十
一
号
の
四
、
別
記
様
式
第
百
四
十
九
号
、
別
記
様
式
第
百
五
十
号
及
び
別
記

様
式
第
二
百
五
十
号
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
施
行
規

則
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
規
則
別
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
の
十
三

の
二
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
一
号
の
八
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
、
別
記
様

式
第
四
十
四
号
の
四
、
別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
五
、
別
記
様
式
第
四
十
五
号
、
別
記
様
式
第
四
十
六
号
、

別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
一
の
十
一
及
び
別
記
様
式
第
八
十
五
号
の
三
十
五
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
別
記
様
式
第
十
号
、
別
記
様
式
第
五
十
九
号
、
別
記
様
式
第
六
十
八
号
、

別
記
様
式
第
七
十
四
号
、
別
記
様
式
第
七
十
五
号
、
別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
二
、
別
記
様
式
第
七
十
九

号
の
三
、
別
記
様
式
第
八
十
一
号
の
四
、
別
記
様
式
第
百
四
十
九
号
、
別
記
様
式
第
百
五
十
号
及
び
別
記

様
式
第
二
百
五
十
号
並
び
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
施
行
規

則
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
二
十
七
号

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則

(

平
成
五
年
広
島
県
規
則
第
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
の
表
の
第
一
号
及
び
第
二
号
中

｢

特
別
償
却
設
備｣

を

｢

対

象
設
備｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中

｢特
別
償
却
設
備
｣

を

｢対
象
設
備
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際

現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
離
島
振
興
法
に
規
定
す
る
離
島
振
興
対
策

実
施
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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